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施工体制台帳及び施工体系図等の取扱いについて（通知）

今般，建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部

を改正する法律（令和元年法律第30号），建設業法施行規則及び施工技術検定規則

の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第69号）等により，施工体制台帳の

記載事項として，新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに，所要の改

正が行われました。この施工体制台帳については，公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第15条第２項に基づき，公共工事の

受注者はその写しを発注者に提出することとされております。

ついては，県が発注する工事において，施工体制台帳及び施工体系図の取扱いに

ついて下記事項に十分留意の上，請負業者に対する指導を徹底してください。

記

１ 施工体制台帳に係る留意事項

⑴ 対象工事

県が発注した建設工事のうち，建設工事の下請契約を締結する全ての工事

⑵ 提出時期

監督職員は，元請業者に対し，施工体制台帳及び添付書類を，下請契約締結

後，遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出させるものとする。ま

た，施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは，その都度，

当該変更があった年月日を付記して，変更に関する事項について，提出させる

ものとする。

⑶ 下請契約の範囲

施工体制台帳に記載すべき下請契約とは，「建設工事の請負契約」である。

従って，一次下請だけではなく二次下請，三次下請等も記載の対象となるが，

「資材納入」，「調査業務」や「運搬業務」などの建設工事以外の契約は記載の

必要はない。

⑷ 施工体制台帳の添付書類



施工体制台帳に添付すべき書類は以下のとおり。（建設業法施行規則第14条

の２第２項））

ア 建設工事の契約書等の写し

施工体制台帳及び再下請通知書に関する建設工事の請負契約書の写し（契

約書若しくは注文書･請書及び基本契約書又は基本契約約款）

見積時に合意された工事の種別ごとに経費の内訳が明らかとなる請負代

金内訳書（建設工事標準下請契約約款第２条参照）

イ 元請業者が置いた主任技術者，監理技術者又は監理技術者補佐（置いた場

合に限る。）の資格を有することを証する書面

専任の監理技術者の場合は監理技術者資格者証の写しに限る

ウ 元請業者が置いた主任技術者，監理技術者又は監理技術者補佐（置いた場

合に限る。）の雇用を証する書面

健康保険等の写し

エ 元請業者が置いた専門技術者（置いた場合に限る。）の資格及び雇用を証

する書面

⑸ 建設工事の請負契約書の内容

下請契約に当たっては，契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な

契約書を作成し，下請工事着工前までに署名又は記名押印して相互に交付しな

ければならない。

なお，建設工事の下請契約の締結に当たっては，建設工事標準下請契約約款

又はこれに準拠した内容を持つ契約書を使用するよう指導すること。

また，建設工事の完成を目的とした単価契約を行おうとする場合も，建設業

許可の要否，工事代金の支払等の様々な紛争が事後に生じないよう努める必要

があることから，総価（単価×数量）による契約を締結するよう助言すること。

契約書には以下の16項目が必ず記載されていなければならない。（建設業法

第19条）

工事内容

請負代金の額

工事着手の時期及び工事完成の時期

工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは，その内容

請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをす

るときは，その支払の時期及び方法

当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しく

は一部の中止の申出があった場合における工期の変更，請負代金の額の変更

又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方

法に関する定め

価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第２条に規定する価格等をい

う。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関す

る定め

注文者が工事に使用する資材を提供し，又は建設機械その他の機械を貸与

するときは，その内容及び方法に関する定め



注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法

並びに引渡しの時期

工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけ

るその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保

険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは，その内容

各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息，違約

金その他の損害金

契約に関する紛争の解決方法

その他国土交通省令で定める事項

２ 施工体系図に係る書類の提出に関する留意事項

⑴ 作成及び提出の対象となる工事

県が発注した建設工事であって，当該工事を施工するために，建設工事又は

以下の業務の下請契約を締結するもの

ア 伐採及び測量･調査等の工事現場で作業を行う業務

イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務

ウ 工事現場の警備（交通誘導を含む。）を行う業務

エ その他監督職員が指示した業務等

⑵ 提出時期

監督職員は，元請業者に対し，施工体系図を下請契約締結後，遅滞なく（遅

くとも下請工事の着手前までに）提出させるものとする。また，施工体系図の

記載事項に変更があったときは，その都度，変更に関する事項について，提出

させるものとする。

⑶ 施工体系図の作成方法

ア 施工体制台帳に記載された，建設工事を施工している元請業者及び下請業

者に関する事項（建設業法施行規則第14条の６の記載事項）

元請業者の商号又は名称

元請業者が請け負った建設工事に関する次の事項

・ 建設工事の名称及び工期

・ 発注者の称号，名称又は氏名

・ 元請業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名

・ 元請業者が置く監理技術者補佐の氏名（置いた場合に限る。）

・ 元請業者が置く専門技術者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設

工事の内容（置いた場合に限る。）

元請業者から建設工事を請け負った下請業者に関する次の事項

・ 下請業者の商号又は名称

・ 下請業者の代表者の氏名

・ 下請業者の一般建設業又は特定建設業の別（下請業者が建設業者の場

合に限る。）

・ 下請業者の許可番号（下請業者が建設業者の場合に限る。）

下請業者が請け負った建設工事に関する次の事項

・ 建設工事の内容及び工期



・ 当該建設工事が特定専門工事（建設業法第26条の３第２項）に該当の

有無（下請業者が建設業者の場合に限る。）

・ 下請業者が置く主任技術者の氏名（下請業者が建設業者の場合に限る。）

・ 下請業者が置く専門技術者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設

工事の内容（下請業者が建設業者であり，かつ，専門技術者を置いた場

合に限る。）

イ 建設工事以外の業務を行っている委託業者に関する事項

委託業者の商号又は名称

委託業者が請け負った業務の内容及び工期

現場責任者の氏名

３ 特記仕様書記載例

上記１及び２の取扱いについては，特記仕様書に以下の例にならって記載し，

周知徹底を図ること。

第 条 施工体制台帳の作成等について

本工事の受注者は，建設工事の一部を下請に付する場合は，施工体制台帳

及び添付書類を作成し，工事現場に備え置くとともに，その写しを監督職員

に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また，施工

体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは，その都度，当該変

更があった年月日を付記して，変更に関する事項について，作成し提出する

こと。

第 条 施工体系図の作成等について

本工事の受注者は，工事を施工するために，建設工事の一部または以下の

アからエの業務を下請に付する場合は，施工体系図を作成し，工事の期間中，

工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すると

ともに，その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事または業務の着

手前までに）提出すること。また，施工体系図の記載事項に変更があったと

きは，その都度，変更に関する事項について，作成し提出すること。

ア 伐採及び測量･調査等の工事現場で作業を行う業務

イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務

ウ 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務

エ その他監督職員が記載を指示した業務等

４ 元請業者への指導

監督職員は，元請業者に対し，建設業法等の関係法令や建設産業における生産

システム合理化指針及び建設業法令遵守ガイドライン等を遵守させるほか，次の

記載事項に十分留意し，下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹

底等について，助言･指導に努めること。

⑴ 見積りについて



ア 書面による見積依頼，法令で定める見積期間の設定，明確な経費内訳によ

る見積書の提出，これらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底するこ

と。

イ 工事現場における施工管理が適切に行われるよう必要な経費に十分留意す

ること。

ウ 適切な水準の賃金等に加えて，一般管理費等の必要な諸経費等を適切に考

慮すること。

⑵ 標準見積書等の法定福利費の内訳明示された見積書の提出･尊重による社会保

険等への加入徹底について

ア 元請業者においては，下請業者との契約に当たって，法定福利費が内訳明

示された見積書の提出を強く働きかけるとともに，提出された見積書を尊重

すること。

イ 下請業者においては，法定福利費の内訳を明示した見積書を元請業者に対

して提出し，自社及び外注先の技能労働者を必要な保険に加入させること。

⑶ 契約について

ア 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容による契約書を用いて，

具体的な工事内容，適正な請負代金及び支払方法，請負代金の変更等に関す

る定め等を明示した契約を，着工前に締結すること。

イ 下請代金の支払時に，いわゆる赤伝処理を行う場合には，具体的内容を両

当事者の対等な立場における合意に基づき，契約書面に明記すること。

ウ 請負代金決定の際，いわゆる指値発注による請負契約の締結を行うことが

ないよう留意すること。

エ 工事内容に変更が生じ，工期又は請負代金に変更が生じる場合は，双方の

協議等の適正な手順により，変更工事の着工前に書面による変更契約を行う

こと。

⑷ 検査及び引渡しについて

ア 元請業者は下請業者からの完成通知を受けた日から20日以内で，できる限

り短い期間内に検査を完了すること。

イ 検査により下請工事の完成を確認した後，下請業者からの申し出があった

ときは，特約がされている場合を除いて，直ちに目的物の引渡しを受けるこ

と。

⑸ 下請代金の支払について

ア 請求書提出締切日から支払日（手形の場合は手形振出日）までの期間をで

きる限り短くすること。

イ 元請業者が発注者から支払を受けた時は，その日から一月以内で，できる

限り短い期間内に相応する下請代金を支払うこと。特に，特定建設業者にお

いては，建設工事の完成を確認した後，下請業者が工事目的物の引渡しの申

し出を行った日から起算して50日以内で，できる限り短い期間内に支払を行

うこと。

ウ 支払はできる限り現金払で行い，少なくとも労務費相当分は現金払とし，

手形期間は，120日以内で，できる限り短い期間とすること。

⑹ 下請業者への配慮等について

ア 元請業者は，下請業者の資金繰りや雇用確保に十分配慮すること。



イ 建設業退職金共済制度については，公共工事のみならず，民間工事におけ

る利用にも努めること。

ウ 元請業者は下請業者の倒産により，下請契約における関係者に対し，請負

代金･賃金の不払等，不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。

エ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は，下請業者が建設業

法，労働基準法等その他の関係法令に違反しないよう指導に努めること。

⑺ 施工管理の徹底について

ア 公衆災害や労働災害の防止及び建設生産物の安全性や品質を確保するため，

施工管理のより一層の徹底に努めること。

イ 施工体制台帳及び施工体系図の作成等を適正に行い，より一層の下請契約

の適正化に努めること。

⑻ 技能労働者への適切な賃金の支払いについて

元請業者は，適切な価格での下請契約の締結，適切な水準の賃金の支払いに

関する下請業者への要請などの取組を行い，技能労働者に対して適切な水準の

賃金が支払れるよう努めること。

⑼ 消費税率の円滑かつ適正な転嫁について

元請業者と下請業者との間で交わされる下請契約等において，消費税転嫁拒

否等の行為を行わないこと。

⑽ 関係者への配慮について

資材業者，建設機械又は仮設機材の賃貸業者，警備業者，運送事業者等に対

しても，上記４の(1)から(9)までの事項に準じた配慮をすること。

５ 下請関係の苦情等の処理について

下請関係の苦情等については，本庁及び各地域振興局・支庁等に設置している

「元請下請関係に関する相談窓口」において「元請下請関係に関する相談窓口の

設置について」（平成22年３月30日付け監第573号監理課長通知）により，積極的

に対応し，その解決に努めること。

６ 適用対象

本通知に基づく施工体制台帳及び施工体系図等の取扱いについては，令和３年

３月10日以降に新たに契約を締結する，県が発注する工事から適用する。

なお，適用日の前に締結された契約に係る工事については，従前の例による。


